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協会役員コラム

『地域リハ推進のための提案』
　地域リハビリテーションは、今日の地域包括ケアシステムの元となった考え方で、
ほぼ同義とも言えます。2000（平成 12）年から 2005（平成 17）年にかけて国の補助事
業であった頃に全国に広まりましたが、その後一時低迷し、2013（平成 25）年以降、
地域包括ケアシステムの構築に向けて、その重要性が再び認識されるようになりました。
　私は日本医師会常任理事を経て、2020（令和２）年 6 月より地元の茨城県医師会長を
務めています。地域包括ケアシステムの構築と地域医療構想の実現、及びかかりつけ医

機能の充実・強化には三位一体の取り組みが必要と考えていますが、そのためにも地域リハビリテーションの推進
が重要です。本県では大田仁史先生が設立された茨城県リハビリテーション病院・施設協会を私が引継ぎましたが、
リハ事業者の団体として、セラピストの団体である県リハ専門職協会とともに、県医師会と連携しながら、広義の
地域包括ケアシステムの一環として地域リハビリテーション推進体制を、郡市医師会の協力を得て、在宅医療圏
として県が想定している市町村ごとに構築していきたいと考えています。

研修会のお知らせ

※ 各研修会の詳細は、協会ホームページの ［研修会］https://www.rehakyoh.jp/workshop をご覧ください。

● 令和４年度第２回リハビリテーション研修会

　　「誰もが取り組める地域リハビリテーションの活動を目指して」（現地リアル開催）
　 【日　時】令和 5 年 3 月 12 日（日）  13：30 ～ 16：30
　 【会　場】AP 日本橋 ルーム A・B（東京都中央区日本橋 3-6-2 日本橋フロント 6F）
　 【内　容】今回の研修会では、「地域リハ塾塾生」や「これから地域リハを実践したいと思う会員施設の
　　　　　   若いスタッフ」、 「それを応援する施設の管理者」など様々な方へ、メッセージをお届けしたいと
　　　　　   考え企画いたしました。 2024 年の同時改定に向け、皆様のこれからの活動への一助となるよう、
　　　　　   共に考える機会になれば幸いです。
　 【講　師】斉藤 正身 氏（当協会 会長・地域リハ塾 塾長／霞ヶ関南病院 理事長）
　　　　　   江澤 和彦 氏（当協会 理事／日本医師会 常任理事）
　　　　　   上田 幸輝 氏（厚生労働省老健局老人保健課高齢者リハビリテーション推進官）
　　　　　   佐藤 吉沖 氏（当協会 常務理事／甲州リハビリテーション病院 病院長）
　　　　　   平田 好文 氏（当協会 常務理事・地域リハ推進委員会 委員長／熊本託麻台リハビリテーション
　　　　　　　　　　　　  病院 理事長）
　 【締切日】令和 5 年 2 月 28 日（火） → 令和 5 年 3 月 7 日（火）
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厚生労働省からのお知らせ

● 「オンライン資格確認」医療機関等向けポータルサイトへのアカウント登録等を円滑に行う

ためのダイレクトメール発送に関する会員への周知について

　 ○ 「オンライン資格確認」医療機関等向けポータルサイトへのアカウント登録等を円滑に行うための
ダイレクトメールについて

　  　https://www.rehakyoh.jp/wp/wp-content/uploads/2023/02/20230201mhlw_online.pdf
　 ○ 医療機関等向けポータルサイトポータルサイト
　  　https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/
　 ○ 医療機関等への DM 案内文
　  　https://www.rehakyoh.jp/wp/wp-content/uploads/2023/02/20230201mhlw_online1.pdf
　 ○ 新規開設医療機関等への DM 案内文
　  　https://www.rehakyoh.jp/wp/wp-content/uploads/2023/02/20230201mhlw_online2.pdf

● 厚生労働省委託事業「介護事業者のための業務継続計画（BCP）作成セミナー」の開催に

ついて

　 ○ 今般、厚生労働省の委託事業である「介護事業者のための業務継続計画（BCP）作成セミナー」の
参加者募集が開始されました。業務継続計画（BCP）については、令和３年度報酬改定において、
全ての介護サービス事業所を対象に、３年間の経過措置が設けられた上で、作成することが義務付け
られております。経過措置期間は令和５年度末までとなっておりますので、この機会を是非ご活用く
ださい。

＜今後のスケジュール＞
・  第１回　令和５年２月 22 日（水）
・  第２回　令和５年３月 ７日（火）
・  第３回　令和５年３月 ９日（木）　※３回とも同内容ですので、いずれかの日にご参加ください。

　 ○ 公式ページ（お申し込み）
　  　https://www.chusanren.or.jp/bcp/kaigo2023/index.html
　 ○ リーフレット
　  　https://www.rehakyoh.jp/wp/wp-content/uploads/2023/02/20230202mhlw_bcp.pdf

TOPICS

● ２０２２地域リハ塾が無事終了しました。

2022 年 9 月 3 日に開塾した「2022 地域リハ塾」が 2023 年
2 月 4 日、無事終了いたしました。
斉藤正身塾長による講義に始まり、澤村誠志先生、浜村明徳
先生、栗原正紀先生、大田仁史先生、計５名の地域リハビリ
テーションにおけるレジェンド講師の講義を受けた塾生 44
名（１期生）が、今後の各地域での地域リハビリテーション
推進のために活躍されることが期待されます。


